
「資格確認書」の発行について

➀発行手順

「資格取得届」または「被扶養者異動届」の資格確認書発行要否欄に

 があり、※発行要件に該当し、かつ「資格確認書(再)交付申請書」の

  提出があった方に対し、発行いたします。

当健保は申請発行を原則としており、自動で交付はされませんのでご注意ください

※ 資格確認書の発行は、以下に該当する場合に限ります

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを保有しているが、保険証利用登録を行っていない方

・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、利用登録解除者

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む)の方

・マイナンバーカードを返納された方

・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方

・マイナ保険証での受診が困難で第三者（介助者など）のサポートが必要な方
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資格確認書(再)交付申請書



「資格確認書」について

②様式
Ａ４用紙（偽造防止対策あり）

③有効期限

最大5年 ※2029年12月一斉更新予定

④紛失・き損時の再発行

手数料500円がかかります。

※支払い方法は事業所振込をお願いいたします。

2

資格確認書



12月以降は各事業所に対し、定期的に

「資格確認書」発行者の情報連携を行います。

 事業所担当者様におかれましてはそちらを参考にし、

「資格確認書」発行者が退職、扶養削除した際には

回収をお願いします。

※有効期限が切れたものに関しては回収不要です。

「資格確認書」の回収について
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資格確認書回収不能届
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